





右京区まちづくりポータルサイト「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務に関する仕様書

１　概要
⑴　件名 右京区まちづくりポータルサイト「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務

⑵　目的 
右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト「右京ファンクラブねっと」について、以下の目的を達成するため、ウェブサイトの運用・保守及び企画業務を委託するもの。

ア　安定した運用保守と情報発信機能の充実
安定した運用保守体制を確保し、情報発信機能の充実を図る。

イ  まちづくり情報の効果的な発信と利便性の向上
ウェブサイトの運営に当たっては、以下の利用者層に配慮した情報提供を通じて、区民に向けたまちづくり情報の効果的な発信と利便性の向上を図る。

・地域に関わり始めた人向けの情報提供:
右京区に住み始めたばかりの人や、子どもの成長等をきっかけに地域との関わりを持ち始めた人に対し、地域のイベント情報や、まちづくりに関する区役所、活動団体、学区等の役立つ情報を提供し、地域への円滑な接続を支援する。

・まちづくりに興味のある人向けの情報提供:
右京区での活動に関心を持ち始めた人、又は活動を始めたばかりで支援を必要としている人に対し、関心のある活動の発見、活動団体との交流促進、及び困りごとの解決に役立つ情報を提供することで、新たな一歩を支援する。

・まちづくりをしている人向けの情報提供:
既に活動している地域団体やまちづくり団体に対し、活動における課題解決や新たなつながりの創出を支援する情報、及び活動を広く周知できる手段を提供し、活動の活性化と認知度向上を図る。

ウ  区民のまちづくり活動への参加意識の高揚と活動の拡大
右京区役所は、地域団体やまちづくり活動団体、企業・大学等の多様な活動主体が出会い、つながり、交ざり合う「結節点」となり、「居場所」と「出番」を創出する役割を担っており、ウェブサイトの各種機能等を通じて、区民のまちづくり活動への参加意識を高め、活動の拡大を促進し、地域コミュニティの活性化を図る。

２　委託予定金額
　　金８５０,０００円（金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　　上記の金額には、令和７年度まで運用していたウェブサイトのドメイン及びサーバーを１年間保持するための金額を含む。(ドメイン及びサーバー代で５５,０００円程度を想定。)

３　委託業務内容 
　　委託業務は以下のとおりである。
⑴　運用・保守業務 
　　契約期間終了までの間、ウェブサイトを安定かつ安全に運用するために必要な運用・保守業務を実施すること。

⑵　事業企画・運営業務 
　　受託者は、右京ファンクラブねっとの知名度向上と、より多くの方に団体情報・イベント情報・レポート情報といったコンテンツを活用していただき、地域コミュニティの活性化を図る事業の企画を行うこと。
　　なお、ウェブサイトの企画提案にあたっては、右京ファンクラブ会員の情報発信及び取組の周知等、右京ファンクラブの充実に向けた企画提案や、区民ライターが右京の魅力を発信するInstagram「右京ファン(＠ukyo_fan)」と連携した企画提案を実施することが望ましい。

⑶  研修の実施
受託者は本市が準備する施設又はオンラインにより、ユーザ権限を持つ本市職員のほか、登録団体等の利用者を対象に運用及び操作についての研修実施又は研修実施を支援すること。受託者は研修で利用するマニュアルを作成し、データ形式で本市に提出すること。

⑷　利用率向上のための方策
ウェブサイトの概要をまとめた利用者向けの周知媒体を作成する等、利用率の向上に向
けた方策を検討すること。

⑸　旧ウェブサイトの保持
令和７年度まで運用していたウェブサイトについて、京都市が定める運用規則に基づき、
令和８年４月から令和９年３月までの1年間ドメイン及びサーバーの保持を行うこと。なお、契約者への支払い業務を含む。

４　対象ホームページ 
⑴　名称 
右京ファンクラブねっと 
⑵  ドメイン
　　本市の指定するドメイン

５　納入成果物
⑴　成果物の納入とその時期
　本業務の成果物及び納入時期は以下のとおりである。
なお、現在構築中のウェブサイトに係る基本設計書・詳細設計書等、提案に必要なデータについては、原則として本市が提供する。

	成果物
	内容
	納入時期

	プロジェクト
実施計画書
	プロジェクトの目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの
	プロジェクトの開始前

	障害対応
レポート
	障害発生時における復旧手順等についてまとめたもの
	適時

	完成図書
	上記の成果物で最終確定したもの
	検収後



⑵　納入方法
成果物は紙媒体及び電子媒体（DVD-Rのほか、各種メディア）で各2部、本市が指定
する場所に納入すること。

６　実施スケジュール
本業務の実施スケジュールは、概ね以下のスケジュールに基づくものとするが、詳細なスケジュールについては本市と調整を行うこと。
	工程
	令和７年度
	令和８年度～


	
	2月
	３月
	４月
	３月

	プロジェクト実施計画作成
	
	
	
	

	ウェブサイトのテスト
	
	
	
	

	運用保守
	
	
	
	

	企画提案・実施
	
	
	
	



７　情報セキュリティ要件
ウェブサイトの運用・保守に当たっては、京都市情報セキュリティ対策基準を順守し、本市が要求する情報セキュリティ水準を満たすとともに、以下の対策を講じること。

⑴　通信
ア  ウェブサイトで公開する全てのページについて、TLS1.2以降により暗号化すること。
イ  暗号化に必要なサーバ証明書については、本調達に含めること。なお、調達するサーバ証明書については、OV（Organization Validation）証明書又はEV（Extended Validation）証明書であることが望ましい。

⑵　脆弱性対策
ア　導入するソフトウェアについては、修正プログラムやバージョンアップの提供等、開発元のサポートがある信頼性の高い製品を利用すること。
イ　導入したOSやソフトウェアに脆弱性が発見された場合は、システムへの影響、重要性等を検証のうえ、速やかに修正プログラムを適用できること。
ウ　年に一度、「独立行政法人情報処理推進機構（IPA）」のテクニカルウォッチに掲載されたWeb脆弱性診断ツールを用いたテスト又は、「OWASP Top 10」に準拠した脆弱性診断を行い、その結果と、全ての検出事項について対処の要否を検討し、必要な対処を行うと共に、対処不要と判断した項目については、その根拠を明らかにした文書を提出すること。
[bookmark: _Toc527990268][bookmark: _Toc6307151]　　　
[bookmark: _Toc527990269][bookmark: _Toc6307152]８　テスト要件
ウェブサイトについて、必要と考えられるテストを実施し、その結果を本市に報告すること。

[bookmark: _Toc527990270][bookmark: _Toc6307153]９　運用の要件
[bookmark: _Toc508098175][bookmark: _Toc527990271][bookmark: _Toc6307154][bookmark: _Hlk508119072]⑴  運用体制
ウェブサイトの管理、運用を円滑に行うため、運用業務の統括者、電話及び電子メールによる連絡窓口を有した運用体制を整備すること。

[bookmark: _Toc508098176][bookmark: _Toc527990272][bookmark: _Toc6307155]⑵　 作業内容
ア　ウェブサイトの稼動時間は、24時間、365日とする。
イ　ウェブサイトの稼動状況、アクセス状況、リソース状況等について、定期的に確認すること。
ウ　メンテナンス等のため、ウェブサイトを停止する必要がある場合は、事前に本市の承認を得ること。

[bookmark: _Toc508098177][bookmark: _Toc527990273][bookmark: _Toc6307156]⑶　 手順書等の整備
ア　ウェブサイトの管理、運用を円滑に行うため、運用手順書を作成し、提出すること。
イ　ウェブサイトにおいて障害等が発生した場合に、速やかに初動対応や保守担当者への連絡等が行えるよう、緊急時の連絡先等を提出すること。

[bookmark: _Toc508098178][bookmark: _Toc527990274][bookmark: _Toc6307157]⑷　 障害対応
ア　ウェブサイトの管理に必要な機器、ネットワーク、サービスの性能、障害を監視でき、異常時に連絡できるようにすること。
イ　本市から障害の連絡等を受けられる連絡体制を整備すること。なお、原則、平日（土日、祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く。以下同じ。）の午前８時３０分から午後５時１５分までとするが、これ以外で、緊急の対応が必要となる障害が発生した場合は、可能な限りの対応を行うこと。
ウ　障害の連絡を受けた又は障害の発生を確認した場合は、速やかに必要な措置を取ること。
エ　障害が復旧した場合は、速やかに障害の発生状況、原因、対応等について本市に報告すること。

[bookmark: _Toc508098179][bookmark: _Toc527990275][bookmark: _Toc6307158]１０　保守の要件
[bookmark: _Toc508098180][bookmark: _Toc527990276][bookmark: _Toc6307159]⑴  ソフトウェア保守
ア　導入したソフトウェアにおける脆弱性の有無の確認を行うととともに、ソフトウェアに係る修正プログラムが公開された場合は、ウェブサイトへの影響、重要性等を検証のうえ、速やかに修正プログラムを適用すること。また、修正プログラムの適用状況については本市に報告すること。
イ  レイアウトの変更等、ウェブサイトの軽微な変更、修正は、保守の範囲として対応すること。
なお、軽微な変更、修正の範囲については、本市と協議のうえ、決定することとするが、パソコンやスマートフォン等のOSやブラウザのバージョンアップに伴い、ページの表示崩れ等が発生した場合は、保守の範囲として対応すること。
ウ  導入したソフトウェア、モジュール、プラグイン等の変更にあわせてウェブサーバの設定変更が必要な場合は、保守の範囲として対応すること。
エ  不具合の修正は、保守の範囲として対応すること。

[bookmark: _Toc527990277][bookmark: _Toc6307160]⑵  ハードウェア保守
クラウドサービスやレンタルサーバを利用した場合のハードウェア保守は、保守業務の対象外とする。

[bookmark: _Toc527990278][bookmark: _Toc6307161]⑶  不正プログラム対策
不正プログラム対策として、次の要件を参考に安全性が担保される対策を講じること。
ア　ウイルス対策ソフトは、常に最新のバージョンを利用すること。
イ　ウイルス対策ソフトの定義ファイルが更新された場合は、速やかに適用すること。
ウ　スケジューリングにより定期的にウイルススキャンを行うこと。

[bookmark: _Toc508098182][bookmark: _Toc527990279][bookmark: _Toc6307162]１１　実施体制等の要件
[bookmark: _Toc508098183][bookmark: _Toc527990280][bookmark: _Toc6307163]⑴ 　実施体制
ア　本業務を確実に履行できる体制を設けること。
イ　本業務の実施に当たっては、受託者においてプロジェクトマネージャを設置し、プロジェクトの進行管理を行うこと。
ウ　本市との窓口はプロジェクトマネージャが行うこと。

[bookmark: _Toc508098184][bookmark: _Toc527990281][bookmark: _Toc6307164]⑵  管理方法
ア　本業務の作業開始に当たり、契約後速やかに実施計画書（「１２　テスト要件」を含む。）を作成して提出し、本市の承認を得ること。また、本契約期間中に実施計画書で定めた事項に変更があった場合は、速やかに変更の連絡を行い、本市の承認を得ること。
イ　実施計画書に従い、本業務の作業管理（進捗管理、変更管理等）を行うこと。
ウ　作業中に生じる問題整理やその解決に向けて適切な課題管理を行うこと。

[bookmark: _Toc508098185][bookmark: _Toc527990282][bookmark: _Toc6307165]⑶  作業場所等
ア　作業場所及び開発環境等必要な機材については、受託者において用意すること。
イ　本市が承認した作業場所以外で業務を行わないこと。

[bookmark: _Toc527990283][bookmark: _Toc6307166]１２　制約条件
⑴　 本市のネットワークに、外部から接続することはできない。
⑵　 本市のネットワークに、許可されていない端末を接続することはできない。
⑶　 本市が指定する日までに、全ての作業を完了し、検収を受けなければならない。

[bookmark: _Toc527990284][bookmark: _Toc6307167]１３　特記事項
⑴　 この調達に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した設計書類等及び開発部分（市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。）の著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）その他権利については、本市に帰属するものとし、受託者は成果物に関する著作者人格権を行使しない。
⑵　 この調達の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受託者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の手続を行う。
⑶　 この調達の範囲内で、本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受託者は、本市に当該著作物の関連文書を成果物として納入するものとし、この関連文書についても上記⑴及び⑵に準じる。

[bookmark: _Toc139048754]１４　その他
その他、本仕様書に定めのない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は、本市と協議のうえ、本市の決定に従うこと。


